
「プランターの　草を育てる」（弁護士　竹内　和正）
自由律俳句とは、五・七・五の十七音や季語といった定型の制約がなく、感じたままを自由に表現する俳句の型をいいます。著名な俳人と
して尾崎放哉や種田山頭火などがあげられます。「咳をしても一人」や「分け入つても分け入つても青い山」などが有名ですよね。
僕はなぜか、この「分け入つても分け入つても青い山」が好きで、よく、「ああ、これはまさに『青い山』だなあ（詠嘆）」と感じていま
す。
僕は、今年の夏、プランターに生えてきてしまった雑草に毎日水をあげ続け、大きく育てていたのですが、ふと、「プランターに勝手に生
えた　雑草を育てる」という自由律俳句が浮かびました。
それを日々、ブラッシュアップしていき、「プランターに生えた　草を育てる」とし、最終的に「プランターの　草を育てる」としました。
なかなか良いものができたと思い、妻に披露したのですが、特に感想はありませんでした。
なお、最近、プランターじまいのため、３か月ほど水をやり続けた雑草を引き抜いたのですが、そのときの匂いで、それが昨年に育ててい
た大葉の名残が土に残って発芽したものだったことが分かりました。
「プランターの　大葉をひきぬく」

弁護士　竹内　和正

美容専門学校の学生さんに、労働法についての講義をおこなって
きました。（弁護士　佐渡島　啓）
先日、美容専門学校の東萌ビューティーカレッジの学生の皆さんに労働法についての講義をおこなってきました。
１時間ほどの講義時間に、労働時間、賃金、解雇、ハラスメントなど、盛りだくさんの内容をお話したため、かえって消化不良にならない
か心配しましたが、受講生の多くが、来春には美容院などに就職することになるだけあって、皆さん熱心に話を聞いてくれました。
今後、彼らが働いていく中で、何かの時に参考にしてもらえるとうれしいです。

弁護士　佐渡島　啓
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「戦争だけは絶対にいかんよ」（弁護士　伊須慎一郎）　
私は愛媛で生まれ、大学浪人のために上京し、その後、30年余り東京と埼玉で暮らしています。
子どものころ、母親から「慎一郎、戦争だけは絶対にいかんよ」と言われたことが、今も、なぜか記億されています。
小学生のころ、松山から広島にフェリーで渡り、原爆ドーム・広島平和記念資料館に連れて行かれました。
子どもごころに、こわい、戦争はダメだと刻みこまれたのでしょうか。
弁護士になってから、中国残留婦人国家賠償請求訴訟、中国残留婦人認定訴訟、入市被爆者原爆症認定訴訟を担当し、今、安保法制違憲国
家賠償請求訴訟を担当しています。
母親の言葉が私を導いているのか、それともたまたまなのか、よく分かりません。
しかし、実際に、母親よりも1周りほど年上の残留婦人のみなさんからお話しを聞かせていただき、
母親の「戦争だけは絶対にいかんよ」という言葉の意味が身に染みて分かるようになりました。

ロシアがウクライナを侵攻する前から、世界は暴力、圧政、貧困に満ちあふれていました。
それでも日本は何となく平和を享受していたようにみえます。
しかし、中国脅威論、北朝鮮の弾道ミサイル発射、ウクライナ国内の戦況に乗じ、軍備増強・防衛関係費の倍増が叫ばれ、
先制攻撃、核共有の議論まで出てしまっている状況です。
後戻りできないところまで来ていますが、戦争の芽を摘み取ることができるのか、試されていると感じます。

弁護士　伊須　慎一郎

【コラム】フレッシュさを武器に（弁護士深谷直史）
はじめまして、2022年5月より埼玉総合法律事務所に入所しました、弁護士の深谷直史と申します。埼玉県川口市出身で、川口市立幸
並中学校、埼玉県立大宮高校、一橋大学法学部、慶應義塾大学法科大学院卒です。趣味はランニングと写真を撮ることです。
司法修習では埼玉に配属され、埼玉弁護士会の先生方の暖かさに触れ、埼玉で働くこととなりました。

私は、大学時代に憲法ゼミに所属し、思想良心の自由について勉強していました。勉強を通じて、すべての人が個人として尊重される社会
を実現したいという想いを抱き、弁護士を志しました。そのような活動を、故郷である埼玉県で始められることを大変嬉しく思っておりま
す。司法試験の勉強は大変でしたが、家族、友人、その他たくさんの方のサポートにより、無事に弁護士になることができました。自らの
職務を通じて、少しずつ恩返しをしていきたいです。

地域に根差した、伝統ある埼玉総合法律事務所で弁護士としてのキャリアを始めることができ、大変光栄に思っております。約５年ぶりに
入所した新人弁護士として、フレッシュさを武器に新風を吹かせていきたいと意気込んでいます。

https://saitamasogo.jp/archives/90032
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/atomicbomb-peace/163434.html
https://hpmmuseum.jp/
http://www.kikokusha.com/lawsuit.html
http://anpoiken.jp/kokubai/
http://anpoiken.jp/kokubai/
https://saitamasogo.jp/isushinichiro
https://saitamasogo.jp/archives/89844
https://www.saiben.or.jp/


まだまだ若手ではありますが、法律の専門家としての自覚と責任を持ち、一つ一つの事件に誠実に、粘り強く取り組んで参ります。
皆様の信頼にお応えできるような弁護士を目指し、熱意と誠意をもって職務に励みたいと思っております。 　
今後もご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

弁護士　深谷　直史

（事務所ニュース・2022年夏号掲載）

【コラム】誰もが平和を享受できる社会を（弁護士鈴木満）
昨年、日本政府が提出した出入国管理及び難民認定法（入管法）の改正法案が廃案となり、本年１月に改正法案の再提出が見送られました
が、今秋の国会において再び政府から改正案が提出される可能性があると言われています。

政府は、ウクライナから逃れてきた人たちを、「避難民」と呼び、難民条約上の「難民」に該当しないことから、「準難民」制度を設ける
ことで、「難民に準じて」保護することができるかのように説明しています。

しかし、難民条約の解釈に関する国際的なガイドラインに従えば、ウクライナから逃れてきた人たちを難民として保護することは可能であ
ると言われています。

 政府は、難民条約上の「難民」の要件の解釈を極端に狭くしています。このことは、他国と比較しても著しく低い、日本の難民認定率の
低さに現れています。このような解釈の結果、ウクライナから逃れてきた人たちを難民として保護できないにもかかわらず、あたかも、政
府案によって保護が可能になるかのように説明することは、説明として妥当なものではありません。

昨年廃案となった政府案は、難民保護に反するおそれのある内容を含んでいましたが、政府は、ウクライナから逃れてきた人たちのことを
名目に、この改正案に修正を加えずに、再提出する可能性もありますので注意が必要です。

ただし、現在の日本の制度でも難民が十分保護されているとは言えません。難民認定率は著しく低く、何度も難民申請をして、何年もかけ
て、ようやく難民として認められるような事例もあります。

政府は、日本国民が平和に暮らせる社会を作るだけでなく、平和な生活を求めて、戦火や迫害から日本に逃れてきた人たちの権利も適切に
守る社会を作るべきです。

弁護士　鈴木　満

（事務所ニュース・2022年夏号掲載）
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「再生可能エネルギーと未来のための公共」（弁護士　髙木太郎）
再生可能エネルギーについての講演をきく機会がありました。
ソーラー発電や風力発電でも地元の方にとっては、不安なもの。景観や光害、低周波の問題で大きな反対運動になることも。解決の鍵は、
住民参加や情報の徹底的な公開、当該計画が地域の真の利益に結びつくのかの、公共性にあるようです。
民間活力を導入すれば何でも解決するという考えではなく、改めて、公共性を考える時期に来ているのかもしれません。

弁護士　髙木　太郎　

【コラム】平和について考える（弁護士南木ゆう）
　毎年、８月になると否が応でも戦争のことを思い出す、唯一の被爆国である日本人は、そんな感覚の人が多いのではないでしょうか。

私も、戦時中小学校の教師をしていた亡祖母から、空襲の話や学童疎開の話を繰り返し聞きました。また、修学旅行で広島に行ったときは、
被爆者の方から直接体験談を聞き、トラウマになるほどの強烈な思い出になりました。

飜って、今の子供たちに戦争はと聞けば、今年の２月に始まり、いまだ終結の兆しが見えないロシアのウクライナ侵攻になってしまったよ
うです。今は、当時の戦争とは異なり、インターネットやテレビをつければ、リアルタイムで多くの映像や情報で溢れています。しかし、
ドローンからの俯瞰の映像からは、現実の悲惨さがあまり伝わらず、どこか現実離れしたゲームの世界のように感じられます。たくさんの
情報に接すると、物事を理解した気になってしまいがちですが、見たことが全てではなく、その背後にどのような人たちの暮らしがあった
のか、どのような残虐な殺戮が日々起きているのか、想像力を働かせないと、なぜ戦争がダメなのか本当の意味が理解できないのではない
かと考えています。そろそろうちの子供たちにも「はだしのゲン」を見せようかな、「アンネの日記」も良いね、「夕凪の街　桜の国」も
見せたいな、一緒に「丸木美術館」にも行きたいな･･･など、私なりの戦争教育を考えている今日この頃です。

弁護士　南木　ゆう

（事務所ニュース・2022年夏号掲載）
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【コラム】生活保護引下げ違憲訴訟（弁護士鴨田譲）
2013年に強行された生活保護費引下げの取消しを求める裁判が全国各地で行われ、埼玉でも2014年から訴訟を行っています。
訴訟を始めてから8年目の今年6月、生活保護利用者である原告本人の尋問が実施されました。
私が尋問を担当した80代女性の方は、法廷で次のようなお話をされていました。
「普通、キャベツの一番外の葉っぱは捨てる人が多いと思いますが、私はその葉っぱも捨てないで使います。」、
「先日餃子を作りましたが、具は肉なしでキャベツのみの餃子です。」、
「亡くなっている友人もおり、本当は葬儀に参列したいのですが、香典が出せないので葬儀の参列はしていません。その代わりに、四十九
日にお悔やみのお手紙と線香1箱を送るようにしています。」、
「孫の結婚式に行きましたが、ご祝儀をあげられないのがとても辛かったです。結婚式には、喪服を着て、自分で作ったコサージュのよう
な飾りを付けて出席しました。お金を払わず立派な料理を食べて引け目を感じました。」、
そして最後に、
「何も贅沢をしたいと言っているわけではありません。せめて引下げ前の生活扶助費に戻して欲しいと言っているだけなのでそこをお願い
します。」
と結びました。
この原告の訴えに応えるように、5月25日には熊本地裁で、6月24日には東京地裁で立て続けに国の行った引下げを違法とする原告勝
訴判決が下されました。
埼玉訴訟も原告の想いに応え、これらの判決に続けるよう前進していきたいと思います。

生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会ホームページ

弁護士　鴨田　譲

（事務所ニュース・2022年夏号掲載）

「安保法制違憲訴訟」の証人尋問を代理人席で「傍聴」して（弁
護士　梶山敏雄）
10月13日、東京高裁で当事務所の伊須弁護士が弁護団の中心で担当している「安保法制違憲訴訟」の証人尋問が行われ、最大の山場だ
ということで、名ばかり代理人の私も代理人席で「傍聴」しました。
原審・さいたま地裁の敗訴判決の理由である「我が国が他国の戦争に巻き込まれたり、テロの標的にされたりする現実的な恐れはない」と
いう判断に対して、証人・小西洋之参議院議員（立憲）への１時間超の尋問により、安倍政権時に制定された安保法制・日米共同軍事演習
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などによって、日本が戦争に巻き込まれる現実の危険性が生じていたことが、つい先日の北朝鮮ミサイル発射によるＪアラートと重なって
一層生々しく語られました。
小西証人が最後に裁判官らに向かって「現在の国会の惨状を見ると、今や司法しか国民の命を守ることができない。勇気を持って恐れずに
違憲判決を書いて欲しい」と語りかけたのが印象的です。
尋問を担当した佐々木新一弁護士は当事務所の創設期に所属した先輩弁護士で「年齢的にも最後の尋問かも」などと言っていましたが、な
んのなんの、法廷内に声も良く通った入念に準備された素敵な尋問でした。深谷弁護士、深井・山本両事務局も傍聴参加ありがとうこざい
ました。

弁護士　梶山　敏雄

画像：原審・さいたま地裁の様子

【コラム】昔の話を聞くこと（弁護士月岡朗）
ご高齢の方との任意後見契約をすることで、ご高齢の方とお会いして、その人のこれまでの半生を伺うこともあります。その時に、ご経験
された戦時中の状況のお話を聞くことがあります。私にとって、戦争といえば、依頼者であるご高齢の方から教えていただいた戦時中のお
話が最も記憶に残っております。

既にお亡くなりになった依頼者の方もいますので、詳細について、説明は差し控えますが、戦時中にご生活されていた方の話を伺う機会を
頂けたことは大変ありがたいことだったと思います。毎月お会いしている依頼者の方が、当時、何歳で、どこで、何をしていて、どのよう
に生活してたのか。一人の人間として知り合った上で、教えていただけたことは、本やニュースとは違い、空腹や空襲を鮮明に想像できる
ものでした。

情けないことですが、子供の頃や学生の頃に触れた、戦争の被害を訴える記念館や、戦争を題材にした本は、大切なことと思ったものの、
遠くのことと感じられました。

しかし、目の前のよくお会いする人から、戦争の話を聞くと、全く違って感じるものです。

もし、お知り合いのご高齢の方から戦時中の話を聞く機会があれば、当時のお話を聞いてみるのがよろしいかと思います。話の意味は、聞
き手において後から作られるものです。戦時中の記憶を聞かせていただける機会を大切にしていただければと思います。

弁護士　月岡　朗

（事務所ニュース・2022年夏号掲載）
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